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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計と、少なくとも基準となる基準時刻デ
ータを有する時刻修正指示装置とを備える時刻修正システムであって、
　前記時刻修正指示装置は、前記基準時刻データを計時する計時手段と、前記指針式時計
の指針が指示する指示時刻データを入力する時刻入力手段と、前記指針式時計に対し前記
基準時刻データおよび指示時刻データを出力可能な通信手段とを備え、
　前記指針式時計は、前記時刻修正指示装置からの前記各データを受信可能な通信手段と
、前記指針の駆動を制御する駆動制御手段と、受信した前記基準時刻データと指示時刻デ
ータとを比較する比較手段と、この比較手段での比較結果に基づいて指針の指示を基準時
刻データに合わせる修正手段とを備えることを特徴とする時刻修正システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の時刻修正システムにおいて、
　前記指針式時計は、現在時刻をカウントする現時刻カウンタを備え、
　前記指針式時計の修正手段は、前記駆動制御手段の駆動に同期してカウントアップする
とともに前記通信手段で受信した指示時刻データが入力される針位置カウンタと、前記現
時刻カウンタでカウントされている基準時刻データと前記針位置カウンタでカウントされ
ている指示時刻データとを比較してこの比較結果に基づく修正指示信号を前記駆動制御手
段に入力する一致回路とを備えることを特徴とする時刻修正システム。
【請求項３】
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　少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計と、少なくとも基準となる基準時刻デ
ータを有する時刻修正指示装置とを備える時刻修正システムであって、
　前記時刻修正指示装置は、前記基準時刻データを計時する計時手段と、前記指針式時計
の指針が指示する指示時刻データを入力する時刻入力手段と、前記計時手段で計時されて
いる基準時刻データと前記時刻入力手段で入力された指示時刻データとを比較する比較手
段と、この比較結果に基づく修正指示信号を前記指針式時計に対して出力可能な通信手段
とを備え、
　前記指針式時計は、前記時刻修正指示装置からの修正指示信号を受信可能な通信手段と
、前記指針の駆動を制御する駆動制御手段と、受信した修正指示信号に基づいて指針の指
示を基準時刻データに合わせる修正手段とを備えることを特徴とする時刻修正システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の時刻修正システムにおいて、
　前記時刻修正指示装置の比較手段は、前記入力手段で入力された指示時刻データを記憶
しこの指示時刻データを初期値としてカウントアップする針位置カウンタと、前記計時手
段でカウントされている基準日時データと前記針位置カウンタでカウントされている値と
を比較してこの比較結果に基づく修正指示信号を出力する一致回路とを備えることを特徴
とする時刻修正システム。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれかに記載の時刻修正システムにおいて、
　前記指針式時計は、モータコイルを有し前記指針を駆動するモータを備え、
　前記モータコイルは、外部からのデータを受信する前記通信手段も兼ねていることを特
徴とする時刻修正システム。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれかに記載の時刻修正システムにおいて、
　前記指針式時計は、前記駆動制御手段を駆動するための電力供給用の二次電池を備える
ことを特徴とする時刻修正システム。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の時刻修正システムにおいて、
　前記時刻修正指示装置は、コンピュータにより構成され、前記時刻入力手段は、キーボ
ードにより構成されていることを特徴とする時刻修正システム。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれかに記載の時刻修正システムにおいて、
　前記時刻入力手段で入力される指示時刻データは、前記指針が指示する少なくとも時、
分、日であることを特徴とする時刻修正システム。
【請求項９】
　少なくとも時刻表示用の指針を有し、少なくとも基準となる基準時刻データを有する時
刻修正指示装置により前記指針の指示が修正される指針式時計であって、
　該時計の指針が指示する時刻であって時刻入力手段により前記時刻修正指示装置に入力
され、かつこの時刻修正指示装置から出力される指示時刻データと前記基準時刻データと
を受信可能な通信手段と、前記指針の駆動を制御する駆動制御手段と、受信した前記基準
時刻データと指示時刻データとを比較する比較手段と、この比較手段での比較結果に基づ
いて指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手段とを備えることを特徴とする指針式
時計。
【請求項１０】
　少なくとも基準となる基準時刻データを有し、この基準時刻データに基づいて、少なく
とも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正させうる時刻修正指示装置
であって、
　前記基準時刻データを計時する計時手段と、前記指針式時計の指針が指示する指示時刻
データが入力される時刻入力手段と、前記指針式時計に対し前記基準時刻データおよび指
示時刻データを出力可能な通信手段とを備えることを特徴とする時刻修正指示装置。
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【請求項１１】
　少なくとも基準となる基準時刻データを有し、この基準時刻データに基づいて、少なく
とも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の修正信号を出力する時刻修正指示装置
であって、
　前記基準時刻データを計時する計時手段と、前記指針式時計の指針が指示する指示時刻
データが入力される時刻入力手段と、前記計時手段で計時されている基準時刻データおよ
び前記時刻入力手段で入力された指示時刻データを比較する比較手段と、この比較結果に
基づく修正指示信号を前記指針式時計に対して出力可能な通信手段とを備えることを特徴
とする時刻修正指示装置。
【請求項１２】
　少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指示装置を用いて、少なくとも
時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正する時刻修正方法であって、
　前記時刻修正指示装置において、前記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入
力される時刻入力手順と、前記指針式時計に対し前記基準時刻データおよび指示時刻デー
タを出力する通信手順と、
　前記指針式時計において、前記出力された各データを受信する受信手順と、受信した前
記基準時刻データ、および指示時刻データを比較する比較手順と、この比較手順での比較
結果に基づいて指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手順とを備えることを特徴と
する時刻修正方法。
【請求項１３】
　少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指示装置を用いて、少なくとも
時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正する時刻修正方法であって、
　前記時刻修正指示装置において、前記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入
力される時刻入力手順と、この入力された指示時刻データ、および計時手段で計時されて
いる基準時刻データを比較する比較手順と、この比較結果に基づく修正指示信号を前記指
針式時計に対して出力する通信手順と、
　前記指針式時計において、前記出力された修正指示信号を受信する受信手順と、受信し
た修正指示信号に基づいて、前記指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手順とを備
えることを特徴とする時刻修正方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、時刻修正システム、時刻修正指示装置、指針式時計、および時刻修正方法に関
する。
【０００２】
【背景技術】
従来、回転する指針の位置により時刻を表示するとともに、回転する日車により、この日
車上の数字等で日付を表示する日付表示付指針式時計が知られている。この日付表示付指
針式時計では、時計自体を駆動するために、銀電池等の一次電池が設けられている。この
ため、例えば、電池が切れて交換が必要な時には、時計を時計店に持ち込み、時計店は、
時計の裏蓋を開けて電池を交換するとともに、指針の表示時刻と日車の表示日付とを調整
していた。
【０００３】
また、日付表示付指針式時計には、暦上１ヶ月が３０日や３１日等になったり、閏年が存
在したりすることから、日車の表示日付を自動的に修正する、いわゆるオートカレンダ機
能を有するものも開発されている。このような時計においても一次電池が用いられており
、電池が切れた場合には、前述同様に電池交換を行うとともに時刻および日付を調整し、
さらに、オートカレンダ機能の設定のために年月も調整していた。
これらのオートカレンダ機能の有無に関わらず、このような時計では、一般に、時刻、日
付、年月の調整は、リューズやボタン等を操作することにより実施されていた。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような調整の作業は、比較的小さな部材であるリューズやボタン等を
用いて実施しなければならないため面倒であり、調整作業が非常に繁雑となっていた。こ
のため、電池交換を必要とする時計が多数持ち込まれた場合には、電池交換に伴う日時調
整作業に相当の時間がかかり、使用者への返却が遅れることとなっていた。
【０００５】
なお、オートカレンダ機能付きの時計では、前述したように、電池交換時には、年月の調
整もしなければならず、リューズやボタンによる調整の機構や方法等が複雑になっていた
。このため、この問題を改善すべく、例えば、特開平９－６１５５５号公報には、時計の
裏蓋の内側に日付修正専用の液晶表示装置やスイッチを設け、これらの液晶表示装置やス
イッチを用いて正しい年月日を入力することにより、内部の日付修正用回路等を介して、
時計の日車の表示日付を修正する技術が開示されている。
しかしながら、この場合には、日付修正用に別途液晶表示装置やスイッチを設けるため、
液晶パネルや回路、押え板等の部材点数が増加して、時計のコスト高や大型化等に繋がる
という問題があった。
また、静電気等の何らかの作用により日付情報を持ったカウンタの設定がリセットされ、
電池交換以外の理由で日付を修正する場合でも、わざわざ裏蓋を開けて日付修正をしなけ
ればならず、作業効率が悪いという問題もあった。
【０００６】
さらに、特開平１１－１９０７８１号公報にも示すように、オートカレンダ機能を設ける
ためには、時分秒針と日車とを駆動する駆動装置を別々に設ける場合が多く、この場合に
は、時分秒針が午前０時であることを検出するためのスイッチを設ける必要があり、時計
のサイズや、部品点数および組み立て作業にかかるコスト等の点で不利になっていた。
【０００７】
また、特開平１０－６２５６７号公報には、時計の裏蓋内に、オートカレンダ機能設定用
の設定部を設け、この設定部にカレンダ情報となる暦および時刻を鉛筆等で書き込むこと
により、表示日時を修正するものが開示されている。しかしながら、この場合には、設定
部を設けるためのスペースが必要となり、時計の小型化を阻害し、また、設定部を小さく
することも考えられるが、この場合には、設定しにくくなるという不具合を生じる。さら
には、設定の方法が必ずしも簡便ではないため、マニュアル等を見る必然性を生じ、却っ
て、作業が繁雑になる可能性があった。
【０００８】
一方、日付修正用に、別途、特定のボタンを外装部分に設ける構成も考えられるが、この
場合には、部材点数の増加によるコスト高の問題や、特に、デザインが優先される腕時計
等の場合には、その外観を損ねるという問題があった。
【０００９】
本発明の目的は、外装部分にボタン等を設ける等の変更を加えることなく、時計の大型化
やコスト高を抑えた上で、簡単に時刻を修正できる時刻修正システム、時刻修正指示装置
、指針式時計、および時刻修正方法を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る時刻修正システムは、少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計と、
少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指示装置とを備える時刻修正シス
テムであって、前記時刻修正指示装置は、前記基準時刻データを計時する計時手段と、前
記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入力される時刻入力手段と、前記指針式
時計に対し前記基準時刻データおよび指示時刻データを出力可能な通信手段とを備え、前
記指針式時計は、前記時刻修正指示装置からの前記各データを受信可能な通信手段と、前
記指針の駆動を制御する駆動制御手段と、受信した前記基準時刻データと指示時刻データ
とを比較する比較手段と、この比較手段での比較結果に基づいて指針の指示を基準時刻デ
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ータに合わせる修正手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
ここで、指針式時計としては、日車により日付を表示する機能を有する時計や、いわゆる
オートカレンダ機能を有する時計、これらの日付表示機能のない時計等を採用できる。な
お、指針とは、時針や分針、秒針等のことであり、その形状には、通常の針状のものに加
えて、目盛が表記された円板状のもの等も含まれる。
【００１２】
また、時刻修正指示装置としては、例えば、基準時刻データを計時するコンピュータ（Ｐ
Ｃ）や、標準時刻情報を含む電波を受信して時刻修正を行う、いわゆる電波時計としての
機能を有する装置等を採用できる。基準時刻データは、電話回線を介して入手したり、前
述した標準時刻情報を含む電波を受信したり、携帯電話の電波に時刻情報が搭載されたサ
ービス等を用いて入手したりできる。また、時刻修正指示装置内にクォーツ時計機能を設
けて、この時計機能の時刻を基準時刻データとすることができる。
さらに、インターネット等の通信回線を介して、ＮＴＰ(Network Time Protocol)等を用
いて、コンピュータ等で構成された時刻修正指示装置の基準時刻を合わせる方法やサービ
スを利用することができる。
【００１３】
ここで、指針を駆動する構成としては、例えば、一次電池等から電力によりステッピング
モータ等の所定のモータを回転させ、この回転力を歯車の輪列等で伝達して一定速度で指
針を駆動するもの等を採用できる。
また、通信手段としては、例えば、電磁誘導を用いたものや、赤外線通信、ＵＳＢ（Univ
ersal Serial Bus）およびＳＣＳＩ等による電気的な接続による通信や、光通信、音波（
超音波）通信その他の各種インターフェースを用いて実現できる。
【００１４】
以上のような発明では、例えば、時計店の作業者は、指針式時計の裏蓋を開けて電池を交
換した後に、指針式時計の通信手段と時刻修正指示装置の通信手段とを通信可能な状態、
例えば、通信用の配線を接続した状態として、文字板上の指針を見ながら指示時刻を時刻
修正指示装置の時刻入力手段から入力する。
すると、時刻修正指示装置では、この入力された指示時刻データと計時手段で計時されて
いる基準時刻データとが、通信手段から指針式時計に対し出力される。
次に、指針式時計では、これらのデータが通信手段で受信され、これらの受信された基準
時刻データおよび指示時刻データが比較手段で比較され、この比較結果に基づいて修正手
段で指針の指示が基準時刻データに合わせられる。以上のようにして、指針式時計の時刻
が修正される。
【００１５】
本発明によれば、作業者は、指針式時計と時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、指
針式時計の指示時刻を入力するだけで、後は、時刻修正指示装置および指針式時計におい
て自動的に指示時刻が修正される。このため、作業者は、わざわざ、リューズやボタン等
を操作することなく、簡単に時刻を修正でき、修正用の時計が沢山ある場合でも効率的に
作業を行うことができる。
また、例えば、指針式時計において、通信手段として指針駆動用のモータのモータコイル
を用い、かつ修正手段および比較手段を時計のＩＣ部分に組み込むことにより、一般的な
時計に比べても新たに部品を組み込む必要がないから、部品点数の増加を抑えることがで
きて、時計を安価で製造できる。
さらに、データ受信用の通信手段および比較手段を設けるだけなので、液晶装置等を設け
る場合に比べて、時計の大型化やコスト高を防止できるとともに、時計の外観構成等に大
きな変更を加える必要もない。
【００１６】
以上の時刻修正システムにおいて、前記指針式時計は、現在時刻をカウントする現時刻カ
ウンタを備え、前記指針式時計の修正手段は、前記駆動制御手段の駆動に同期してカウン
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トアップするとともに前記通信手段で受信した指示時刻データが入力される針位置カウン
タと、前記現時刻カウンタでカウントされている基準時刻データと前記針位置カウンタで
カウントされている指示時刻データとを比較してこの比較結果に基づく修正指示信号を前
記駆動制御手段に入力する一致回路とを備えることが好ましい。
この場合には、指針式時計に現時刻カウンタを設け、さらに、指針式時計の修正手段に針
位置カウンタおよび一致回路をソフトウェア的な構成として設けるだけなので、構成を簡
単にできるとともに、指針式時計の小型化や軽量化を阻害しない。
【００１７】
本発明に係る時刻修正システムは、少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計と、
少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指示装置とを備える時刻修正シス
テムであって、前記時刻修正指示装置は、前記基準時刻データを計時する計時手段と、前
記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入力される時刻入力手段と、前記計時手
段で計時されている基準時刻データと前記時刻入力手段で入力された指示時刻データとを
比較する比較手段と、この比較結果に基づく修正指示信号を前記指針式時計に対して出力
可能な通信手段とを備え、前記指針式時計は、前記時刻修正指示装置からの修正指示信号
を受信可能な通信手段と、前記指針の駆動を制御する駆動制御手段と、受信した修正指示
信号に基づいて指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手段とを備えることを特徴と
する。
【００１８】
以上のような発明では、例えば、時計店の作業者は、指針式時計の裏蓋を開けて電池を交
換した後に、指針式時計の通信手段と時刻修正指示装置の通信手段とを通信可能な状態、
例えば、通信用の配線を接続した状態として、文字板上の指針を見ながら指示時刻を時刻
修正指示装置の時刻入力手段から入力する。
すると、時刻修正指示装置では、この入力された指示時刻データと計時手段で計時されて
いる基準時刻データとが比較手段で比較され、この比較結果に基づく修正指示信号が通信
手段から指針式時計に対し出力される。
次に、指針式時計では、この修正指示信号が通信手段で受信され、この受信された修正指
示信号に基づいて、修正手段で指針の指示が基準時刻データに合わせられる。以上のよう
にして、指針式時計の時刻が修正される。
【００１９】
本発明によれば、作業者は、指針式時計と時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、指
針式時計の指示時刻を入力するだけで、後は、時刻修正指示装置および指針式時計におい
て自動的に指示時刻が修正される。このため、作業者は、わざわざ、リューズやボタン等
を操作することなく、簡単に時刻を修正でき、修正用の時計が沢山ある場合でも効率的に
作業を行うことができる。
【００２０】
また、指針式時計に、データ受信用の通信手段を設けるだけなので、液晶装置等を設ける
場合に比べて、時計の大型化やコスト高を防止できるとともに、時計の外観構成等に大き
な変更を加える必要もない。
【００２１】
この時刻修正システムにおいて、前記時刻修正指示装置の比較手段は、前記入力手段で入
力された指示時刻データを記憶しこの指示時刻データを初期値としてカウントアップする
針位置カウンタと、前記計時手段でカウントされている基準日時データと前記針位置カウ
ンタでカウントされている値とを比較してこの比較結果に基づく修正指示信号を出力する
一致回路とを備えることが好ましい。
この場合には、時刻修正指示装置の比較手段に針位置カウンタおよび一致回路をソフトウ
ェア的な構成として設けることにより、比較的簡単に構成できる。このように、時刻修正
指示装置側に針位置カウンタおよび一致回路を備えるため、時計側の構成を簡単なものに
できる。
【００２２】
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以上において、指針式時計は、モータコイルを有し前記指針を駆動するモータを備え、前
記モータコイルは、外部からのデータを受信する前記通信手段も兼ねていることが好まし
い。モータとしては、ステッピングモータ等を採用できる。
この場合には、指針の駆動用に使用されているモータのモータコイルを用いて、外部から
のデータを受信することにより、改めて、受信用のアンテナ部材等を時計内に組み込む必
要がないから、時計のコスト低減および小型化を図ることができる。
【００２３】
また、指針式時計は、前記駆動制御手段を駆動するための電力供給用の二次電池を備える
ことが好ましい。二次電池とは、発電機で発電されたエネルギを蓄えておく電池のことで
ある。例えば、ソーラー充電方式や、自動巻き発電方式のものを採用できる。また、時刻
修正指示装置から電力を導く等の外部充電方式等の各種の充電方式によって二次電池に指
針式時計駆動用のエネルギを蓄えることができる。
このような二次電池を備えることにより、充電電圧が低下して指針が停止し、電池を充電
して日付や時刻を修正する場合でも、裏蓋を開閉する作業が不要であるため、作業性を向
上できる。
【００２４】
以上において、前記時刻修正指示装置は、コンピュータにより構成され、前記時刻入力手
段は、キーボードにより構成されていることが好ましい。
この場合には、時刻修正指示装置をコンピュータとして構成し、この際、時刻入力手段を
キーボードとすることにより、修正を行う作業者にとって比較的なじみやすく操作性を向
上できる。また、専用の時刻修正指示装置を構成する場合に比べて、コンピュータにプロ
グラムを組み込むだけで簡単に時刻修正指示装置を構成できる。
【００２５】
以上において、前記時刻入力手段で入力される指示時刻データは、前記指針が指示する少
なくとも時、分、日であることが好ましく、このようにすれば、日車付きの一般的な指針
式時計にも対応できる。
【００２６】
本発明に係る指針式時計は、少なくとも時刻表示用の指針を有し、少なくとも基準となる
基準時刻データを有する時刻修正指示装置により前記指針の指示が修正される指針式時計
であって、該時計の指針が指示する時刻であって時刻入力手段により前記時刻修正指示装
置に入力され、かつこの時刻修正指示装置から出力される指示時刻データと前記基準時刻
データとを受信可能な通信手段と、前記指針の駆動を制御する駆動制御手段と、受信した
前記基準時刻データと指示時刻データとを比較する比較手段と、この比較手段での比較結
果に基づいて指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手段とを備えることを特徴とす
る。
【００２７】
本発明によれば、例えば、前述と同様の修正指示装置を用いることにより、指針式時計と
時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、指針式時計の指示時刻を入力するだけで、自
動的に指示時刻が修正されるため、リューズやボタン等を操作することなく、簡単に時刻
を修正できて、作業を効率的に行うことができる。また、例えば、通信手段として指針駆
動用のモータのモータコイルを用い、かつ修正手段および比較手段を時計のＩＣ部分に組
み込むことにより、一般的な時計に比べて新たな部品を組み込む必要がないから、部品点
数の増加を抑えることができて、時計を安価で製造できる。
【００３０】
本発明に係る時刻修正指示装置は、少なくとも基準となる基準時刻データを有し、この基
準時刻データに基づいて、少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示
を修正させうる時刻修正指示装置であって、前記基準時刻データを計時する計時手段と、
前記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入力される時刻入力手段と、前記指針
式時計に対し前記基準時刻データおよび指示時刻データを出力可能な通信手段とを備える
ことを特徴とする。
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【００３１】
本発明によれば、例えば、前述と同様の指針式時計を用いることにより、指針式時計と時
刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、指針式時計の指示時刻を入力するだけで、自動
的に指示時刻が修正されるため、リューズやボタン等を操作することなく、簡単に時刻を
修正できて、作業を効率的に行うことができる。また、修正指示装置側には、比較手段を
設けない構成としてので、修正指示装置の構成を簡単にできる。
【００３２】
本発明に係る時刻修正指示装置は、少なくとも基準となる基準時刻データを有し、この基
準時刻データに基づいて、少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の修正
信号を出力する時刻修正指示装置であって、前記基準時刻データを計時する計時手段と、
前記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入力される時刻入力手段と、前記計時
手段で計時されている基準時刻データ、および前記時刻入力手段で入力された指示時刻デ
ータを比較する比較手段と、この比較結果に基づく修正指示信号を前記指針式時計に対し
て出力可能な通信手段とを備えることを特徴とする。
【００３３】
本発明によれば、例えば、前述と同様の指針式時計を用いることにより、作業者は、指針
式時計と時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、指針式時計の指示時刻を入力するだ
けで、自動的に指示時刻が修正されるため、リューズやボタン等を操作することなく、簡
単に時刻を修正でき、修正用の時計が沢山ある場合でも効率的に作業を行うことができる
。
また、修正指示装置側に比較手段を設け、指針式時計側には比較手段を設けない構成とし
たので、指針式時計の構成を簡単にできて、時計の製造コストを抑えることができる。
【００３４】
本発明に係る時刻修正方法は、少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指
示装置を用いて、少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正す
る時刻修正方法であって、前記時刻修正指示装置において、前記指針式時計の指針が指示
する指示時刻データが入力される時刻入力手順と、前記指針式時計に対し前記基準時刻デ
ータおよび指示時刻データを出力する通信手順と、前記指針式時計において、前記出力さ
れた各データを受信する受信手順と、受信した前記基準時刻データ、および指示時刻デー
タを比較する比較手順と、この比較手順での比較結果に基づいて指針の指示を基準時刻デ
ータに合わせる修正手順とを備えることを特徴とする。
【００３５】
本発明によれば、前述同様に、指針式時計と時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、
指針式時計の指示時刻を入力するだけで、自動的に指示時刻が修正されるため、リューズ
やボタン等を操作することなく、簡単に時刻を修正できて、作業を効率的に行うことがで
きる。また、電池交換が必要ない場合には、裏蓋を開けなくても、時刻を修正できるので
作業効率を向上できる。
また、このような方法において、例えば、指針式時計では、データ受信用の通信手段とし
て指針駆動用のモータのモータコイルを用い、かつ修正手段および比較手段を時計のＩＣ
部分に組み込むことにより、一般的な時計に比べて新たな部品を組み込む必要がないから
、部品点数の増加を抑えて時計を安価で製造できる。
【００３６】
本発明に係る時刻修正方法は、少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指
示装置を用いて、少なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正す
る時刻修正方法であって、前記時刻修正指示装置において、前記指針式時計の指針が指示
する指示時刻データが入力される時刻入力手順と、この入力された指示時刻データ、およ
び計時手段で計時されている基準時刻データを比較する比較手順と、この比較結果に基づ
く修正指示信号を前記指針式時計に対して出力する通信手順と、前記指針式時計において
、前記出力された修正指示信号を受信する受信手順と、受信した修正指示信号に基づいて
、前記指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手順とを備えることを特徴とする。



(9) JP 4200835 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

【００３７】
本発明によれば、前述同様に、指針式時計と時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、
指針式時計の指示時刻を入力するだけで、自動的に指示時刻が修正されるため、リューズ
やボタン等を操作することなく、簡単に時刻を修正できて、作業を効率的に行うことがで
きる。
また、例えば、通信手段として指針駆動用のモータのモータコイルを用い、かつ修正手段
を時計のＩＣ部分に組み込むことにより、一般的な時計に比べても新たに部品を組み込む
必要がないから、部品点数の増加を抑えて、安価で時計を製造できる。
【００３８】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
以下、本発明に係る第１実施形態を図面に基づいて説明する。
図１は、本発明の時刻修正システムである日時修正システムを示す図である。
日時修正システム１は、図１に示すように、日付表示機能を有する指針式時計としての時
計１０と、この時計１０の表示時刻および日付（日時）を修正する時刻修正指示装置とし
ての修正指示装置２０とを備える。
【００３９】
図２は、時計１０の表示部分を示す図である。
時計１０は、腕時計型の時計であり、表裏面が開口され環状筐体で樹脂または金属製の本
体ケース１１と、この本体ケース１１の表面側開口部１１Ａに取りつけられる風防ガラス
１２と、図示を省略するが、本体ケース１１の裏面側開口部に取りつけられる裏蓋と、本
体ケース１１に取りつけられ、使用者の手首等へ装着するためのバンド１３とを備える。
【００４０】
図２では図示を一部省略するが、本体ケース１１内には、時計の本体部分となるムーブメ
ントと、このムーブメントに一端が接続され、その他端が本体ケース１１の側部から露出
する巻真とが設けられている。巻真の他端には、時刻修正用の竜頭１４が設けられている
。竜頭１４は、本体ケース１１の側部に位置する。
【００４１】
また、本体ケース１１内には、風防ガラス１２の内側に位置し、日時を表示するための文
字板１５と、この文字板１５および風防ガラス１２の間で回転する指針１６と、リング状
の日車１７とが設置されている。
日車１７の表面側には、１～３１までの日付表示用の数字が表記されている。また、文字
板１５の一部には、この日付表示用の数字を外部に表示するための日窓１５Ａが形成され
ている。
【００４２】
図３は、時計１０のムーブメントの構成を示す図である。図４は、主に、このムーブメン
トの機能を示すブロック図である。
図３に示すように、ムーブメント３０は、銀電池等の一次電池３１と、この一次電池３１
からの電力により全体の駆動を制御する制御部３２と、輪列部３３Ａを介して時刻表示用
の指針１６を回転させるモータとしてのステッピングモータ３３と、輪列部３４Ａを介し
て日付表示用の日車１７を回転させる圧電アクチュエータ３４と、制御部３２からの駆動
制御信号を受けて圧電アクチュエータ３４を駆動する日車駆動部３５とを備える。
【００４３】
ステッピングモータ３３は、モータコイル３３１と、パーマロイ材等からなるステータ３
３２と、ロータ３３３とを備え、モータコイル３３１において、制御部３２から出力され
たパルス信号Ａを受け、この受けたパルス信号Ａを、ステータ３３２およびロータ３３３
を介して磁気さらには回転運動へと変換して、輪列部３４Ａの回転を制御するものである
。また、このステッピングモータ３３のモータコイル３３１は、日時修正用のデータを受
信（検出）する受信手段としても使用される。
【００４４】
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輪列部３３Ａは、大小複数の歯車から構成され、これらの歯車により、ロータ３３３の回
転運動を所定回転数の回転に変換し伝達するものである。
指針１６は、輪列部３３Ａの歯車に取りつけられ、各歯車とともに一定速度で回転して、
文字板１５に基づいて時刻を示す針であり、秒針１６Ａと、分針１６Ｂと、時針１６Ｃと
を備える。
【００４５】
日車駆動部３５は、制御部３２から出力された駆動制御信号Ｂを受けて、圧電アクチュエ
ータ３４に所定電圧を印加するものである。
圧電アクチュエータ３４は、日車駆動部３５からの印加電圧を受けて変形し、その曲面状
の先端に当接された輪列部３４Ａが回転し、日車１７の回転が制御される。
【００４６】
図４に示すように、制御部３２は、発振回路４０と、駆動制御手段４１と、カウンタ４２
と、通信手段としての外部信号検出回路４３と、時刻修正制御回路４４とを備える。
【００４７】
発振回路４０は、水晶振動子からなる基準発振源を有し、基準パルスを出力するものであ
る。
駆動制御手段４１は、指針１６の駆動を制御するものであり、発振回路４０から出力され
た基準パルスを入力し、この基準パルスに基づいて種々の周波数のパルスを生成する分周
回路４１１と、この分周回路４１１から出力されたパルスに基づいて、ステッピングモー
タ３３を駆動するモータ駆動パルスを発生するパルス発生回路４１２とを備える。また、
分周回路４１１は、時刻修正制御回路４４から入力された信号に基づいて、パルス発生回
路４１２に、所定周波数のパルスを出力する。例えば、分周回路４１１は、１Ｈｚのパル
スまたは２５６Ｈｚのパルスに切り替えられて、通常の運針用のパルスや早送り用のパル
スを出力する。
【００４８】
カウンタ４２は、分周回路４１１から入力された基準パルスに基づいて現時刻をカウント
する現時刻カウンタ４２１と、この現時刻カウンタ４２１の値に基づいて暦をカウントす
る暦カウンタ４２２とを備える。
【００４９】
現時刻カウンタ４２１は、現在時刻をカウントすることにより日付変更タイミングをとる
機能を有するカウンタであり、時刻のうち秒をカウントする秒カウンタ４２１Ａと、分を
カウントする分カウンタ４２１Ｂと、時をカウントする時カウンタ４２１Ｃとを備える。
【００５０】
秒カウンタ４２１Ａは、分周回路４１１から出力された１Ｈｚのパルスをカウントするも
のであり、６０秒でループするカウンタである。
分カウンタ４２１Ｂは、秒カウンタ４２１Ａのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、６０分でループするカウンタである。
時カウンタ４２１Ｃは、分カウンタ４２１Ｂのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、２４時間でループするカウンタである。
【００５１】
暦カウンタ４２２は、年月日をカウントすることにより日付表示を月末も含め正確に修正
するカウンタであり、日付のうち日をカウントする日カウンタ４２２Ａと、月をカウント
する月カウンタ４２２Ｂと、年をカウントする年カウンタ４２２Ｃとを備える。
【００５２】
日カウンタ４２２Ａは、時カウンタ４２１Ｃのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、３１日でループするカウンタである。
月カウンタ４２２Ｂは、日カウンタ４２２Ａのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、１２月でループするカウンタである。
年カウンタ４２２Ｃは、月カウンタ４２２Ｂのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、閏年ごと、すなわち４年でループするカウンタである。この場合には、
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修正指示装置２０側において、閏年から何年目か等の計算を行い、時計１０は、この計算
結果を受信し、この計算結果に基づいて０～３のいずれかをセットする構成とすることが
できる。なお、年カウンタ４２２Ｃを９９９９年でループするカウンタとしてもよい。
【００５３】
日車駆動部３５は、日カウンタ４２２Ａから出力された信号に基づいて、圧電アクチュエ
ータ３４を駆動するものであり、この圧電アクチュエータ３４により、輪列部３４Ａを介
して日車１７が駆動する。日車駆動部３５は、圧電アクチュエータ３４によって、一日分
の日送りがされたか否かを検出する日車送り検出回路３５１を備える。
【００５４】
外部信号検出回路４３は、修正指示装置２０等の外部の装置から出力されたデータ（後述
する指示日時データや、基準時刻データ、基準日付データ）を、ステッピングモータ３３
のモータコイル３３１を介して受信し、この受信したデータを波形整形しデジタル信号に
変換して、時刻修正制御回路４４へ出力する。
【００５５】
時刻修正制御回路４４は、外部信号検出回路４３から入力されたデータの一部を記憶する
とともに、残りの他のデータを現時刻カウンタ４２１および暦カウンタ４２２に書き込み
、時計１０の指示する時刻および日付を修正するものである。時刻修正制御回路４４は、
針位置カウンタ４４１と、一致回路４４２とを備える。また、時刻修正制御回路４４は、
時刻修正を行う際に、指針１６の駆動（運針）を止めるとともに、分周回路４１１の低周
波側、例えば、１２８Hzより低い周波数をリセットする機能を有する。
【００５６】
針位置カウンタ４４１は、外部信号検出回路４３からの指示日時データ（日、時、分、秒
）を入力し、この入力された指示日時データを初期値として、ステッピングモータ３３の
駆動に同期してカウントアップするものであり、時刻のうち秒をカウントする秒カウンタ
４４１Ａと、分をカウントする分カウンタ４４１Ｂと、時をカウントする時カウンタ４４
１Ｃと、日をカウントする日カウンタ４４１Ｄとを備える。
【００５７】
秒カウンタ４４１Ａは、６０秒でループするカウンタである。
分カウンタ４４１Ｂは、秒カウンタ４４１Ａのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、６０分でループするカウンタである。
時カウンタ４４１Ｃは、分カウンタ４４１Ｂのループに基づく信号を入力してカウントを
行うものであり、２４時間でループするカウンタである。
日カウンタ４４１Ｄは、日車駆動部３５の日車送り検出回路３５１での検出に基づく信号
を入力してカウントするものであり、３１日でループするカウンタである。
【００５８】
一致回路４４２は、現時刻カウンタ４２でカウントされている基準時刻データと、針位置
カウンタ４４１でカウントされている指示時刻データとを比較して、この比較結果に基づ
く修正指示信号を駆動制御手段４１に入力し、この入力された修正指示信号に基づいて、
分周回路４１１は、パルス発生回路４１２から出力されるパルスを早送り用の周波数のも
のに切り替え、パルス発生回路４１２は、切り替えられた早送り用のパルスをステッピン
グモータ３３へ出力する。この際、ステッピングモータ３３は、この早送り用のパルスを
受けて指針１６を早送りする。また、秒カウンタ４４１Ａは、パルス発生回路４１２から
のパルス出力信号またはパルス発生の元となる分周回路４１１からのパルス発生命令信号
に基づいてカウントアップされる。
【００５９】
また、一致回路４４２は、比較結果に基づく修正信号を日車駆動部３５に出力し、この信
号を受けた日車駆動部３５は、圧電アクチュエータ３４を駆動する早送り用の信号を出力
して日車１７を早送りする。この際、日送り検出回路３５１は、日車１７の駆動を検出す
るとともに、この検出結果を日カウンタ４４１Ｄに出力し、検出結果を入力した日カウン
タ４４１Ｄは、カウントアップする。
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このような一致回路４４２は、最終的に両データの比較結果が一致するまで、上述した動
作を繰り返す。
なお、駆動制御手段４１および日車駆動部３５は、修正手段として機能している。また、
時刻修正制御回路４４およびカウンタ４２は、比較手段として機能している。
【００６０】
図１に戻って、修正指示装置２０は、文字等の入力に用いられる入力手段としてのキーボ
ード２１と、ＣＰＵやハードディスク等を含むコンピュータ本体２２と、入力された文字
等を表示する表示部としてのモニタ２３と、時計１０が設置されるクレードル様の時計設
置台２４とを備える。なお、コンピュータ本体２２と時計設置台２４とは、電気的に接続
されている。
【００６１】
図５は、修正指示装置２０の機能を示すブロック図である。
キーボード２１は、図１，５に示すように、時計１０の指針１６が指示する指示時刻デー
タおよび日車１７が指示する日付データが入力される時刻入力手段（入力部）として機能
する。
【００６２】
図６は、キーボード２１から指示時刻データおよび指示日付データが入力された際に、モ
ニタ２３に表示された画面を示す図である。例えば、図６に示すように、キーボード２１
では、指示時刻データとして１２時５８分５９秒（１２：５８：５９）が入力され、また
、指示日付データとして４日が入力される。
【００６３】
図５に戻って、コンピュータ本体２２は、基準となる日時を示す基準日時データを計時す
る計時手段としての計時部２２１と、コンピュータ全体の制御を行う制御部２２２と、計
時部２２１の基準日時データや、入力された指示時刻データおよび指示日付データを外部
出力可能なデータ信号Ｐに変換するインターフェース回路（Ｉ/Ｆ回路）２２３とを備え
る。
【００６４】
時計設置台２４は、コイルを内蔵する磁界発生回路等により構成され、Ｉ/Ｆ回路２２３
から出力されたデータ信号Ｐを、設置された時計１０に対して出力する通信手段として機
能するクレードル様の台である。
【００６５】
図７は、時計店において、時計の日時を修正する手順を示すフロー図である。まず、時計
店の作業者は、時計１０の裏蓋を外して中から一次電池３１を取り出し、電池を新しい電
池に交換する（処理Ｓ１）。この電池交換と同時に、現時刻カウンタ４２１および暦カウ
ンタ４２２はリセットされ（処理Ｓ２）、時計１０は、通常通りに、１秒ごとの運針を開
始する（処理Ｓ３）。
【００６６】
次に、作業者は、時計１０を時計設置台２４に設置し、修正指示装置２０の日時修正プロ
グラムを起動させると（処理Ｓ４）、修正指示装置２０では、通信手段である時計設置台
２４から日時修正スタートの信号が時計１０に送信される（処理Ｓ５）。一方、時計１０
では、外部信号検出回路４３により、この日時修正スタートの信号が受信された後に（処
理Ｓ６）、運針は、分周回路４１１内部の、１Ｈｚをカウントするための１２８Ｈｚ以下
の分周回路４１１がリセットされた状態で停止する。（処理Ｓ７）。
【００６７】
次に、修正指示装置２０では、モニタ２３に「時計の表示している時刻および日付を入力
してください」と表示される（処理Ｓ８）。これに対して、作業者は、キーボード２１か
ら、時計１０の表示時刻である指示時刻データおよび表示日付である指示日付データ（表
示情報）を入力する（時刻入力手順）。
【００６８】
次に、修正指示装置２０では、キーボード２１で入力された時計１０の指示時刻データお
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よび指示日付データが時計１０へ送信されるとともに、計時部２２１でカウントされてい
る基準日時データ（現在の年月日、時分秒情報）が時計１０に送信される（処理Ｓ９：通
信手順）。
【００６９】
時計１０では、外部信号検出回路４３により、修正指示装置２０から出力された指示時刻
データ（時分秒）や指示日付データ（日）、基準日時データ（現在の年月日、時分秒情報
）が受信される（処理Ｓ１０：受信手順）。その後、時計１０では、時刻修正制御回路４
４により、基準日時データのうちの基準時刻データ（現在の時分秒）が現時刻カウンタ４
２１にセットされ、また、基準年月日データ（現在の年月日）が暦カウンタ４２２にセッ
トされる（処理Ｓ１１）。
【００７０】
次に、時計１０では、時刻修正制御回路４４により、１Ｈｚ（秒）をカウントする分周回
路４１１がスタートし、これにより、現時刻カウンタ４２１は、カウントを開始する（処
理Ｓ１２）。
【００７１】
また、時計１０では、時刻修正制御回路４４により、針位置カウンタ４４１に、修正指示
装置２０から受信した指示時刻データ（時分秒）および指示日付データ（日）がセットさ
れる（処理Ｓ１３）。
【００７２】
次に、時計１０では、一致回路４４２により、針位置カウンタ４４１の日カウンタ４４１
Ｄの値と、暦カウンタ４２２の日カウンタ４２２Ａの値とが比較されて、この比較結果に
基づく修正指示信号に基づいて、日車駆動部３５は、圧電アクチュエータ３４を駆動する
早送り用の信号（日送り用アクチュエータ駆動パルス）を出力して日車１７を早送りする
（処理Ｓ１４：比較手段，修正手段）。この送り結果に基づいて、日送り検出回路３５１
は、日車１７の駆動を検出するとともに、この検出結果を日カウンタ４４１Ｄに出力して
日カウンタ４４１Ｄをカウントアップする。このような動作を、両データの比較結果が一
致するまで繰り返す（処理Ｓ１５）。
【００７３】
また、一致回路４４２により、針位置カウンタ４４１の各カウンタ４４１Ａ～４４１Ｃの
値と、現時刻カウンタ４２１の各カウンタ４２１Ａ～４２１Ｃの値とが比較されて、この
比較結果に基づく修正指示信号に基づいて、分周回路４１１は、パルス発生回路４１２か
ら出力されるパルスを早送り用の周波数のものに切り替え、パルス発生回路４１２は、切
り替えられた早送り用のパルス（モータ早送りパルス）をステッピングモータ３３へ出力
する（処理Ｓ１６：比較手段，修正手段）。この際、ステッピングモータ３３は、このモ
ータ早送りパルスを受けて指針１６を早送りするとともに、時刻修正制御回路４４の秒カ
ウンタ４４１Ａをカウントアップする。このような動作を、両データの比較結果が一致す
るまで繰り返す（処理Ｓ１７）。
【００７４】
以上により、時計１０は、時刻および日付ともに修正され、通常の運針状態に復帰する（
処理Ｓ１８）。修正指示装置２０では、モニタ２３に「現在時刻への修正が終わりました
」と表示され（処理Ｓ１９）、時刻修正プログラムが終了する（処理Ｓ２０）。最後に、
作業者は、時計設置台２４の通信状態から時計１０を開放して、次の時計を時計設置台２
４にセットし、続けて時刻および日付の修正を行う。
【００７５】
本実施形態によれば、以下のような効果が得られる。
(１)作業者は、時計１０と修正指示装置２０とを通信可能な状態とし、時計１０の指示時
刻を入力するだけで、修正指示装置２０および時計１０において自動的に指示時刻，日付
が修正される。このため、作業者は、わざわざ竜頭やボタン等を操作しなくても、簡単に
時刻および日付を修正でき、修正用の時計１０が沢山ある場合であっても、効率よく作業
を実施できる。
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【００７６】
(２)指針１６の駆動に使用されるステッピングモータ３３のモータコイル３３１を用いて
、外部からのデータを受信することにより、改めて、受信用の部材を時計１０内に組み込
む必要がないから、時計のコスト低減および小型化を図ることができる。
【００７７】
(３)指針式時計１０において、ステッピングモータ３３のモータコイル３３１を用いた上
で、修正手段および比較手段を時計１０のＩＣ部分に組み込むことにより、新たな部品を
組み込む必要がないから、部品点数の増加を抑えることができて時計１０を安価で製造で
きる。
【００７８】
(４)指針１６が指示する時刻に加えて、日車１７が指示する日付も自動的に修正可能な構
成としたので、オートカレンダ機能を有する時計の場合に比べて、修正の効率化を図るこ
とができる。
【００７９】
(５)修正指示装置２０をコンピュータにより構成したので、通常、コンピュータが万年カ
レンダを有するため修正指示装置として利用しやすい点や、既存のインターフェースを用
いて時計１０との接続回路が組みやすい点、時刻等の入力になじみのあるキーボードでの
入力を利用できる点、修正に関する作業等がモニタ上に表示され作業がしやすい点等で有
利である。
【００８０】
［第２実施形態］
以下、本発明に係る第２実施形態を図面に基づいて説明する。なお、前記第１実施形態と
同一または相当構成品には同じ符号を付し、説明を省略または簡略する。第２実施形態に
係る日時修正システム２は、図１に示す第１実施形態の日時修正システム１と外観上は同
じであるが、各構成品の内部構成が相違している。日時修正システム２は、日付表示機能
を有する指針式時計としての時計５０と、この時計５０の表示時刻および日付（日時）を
修正する時刻修正指示装置としての修正指示装置６０とを備える。
【００８１】
図８は、修正指示装置６０の機能を示すブロック図である。
修正指示装置６０は、図８に示すように、キーボード２１と、ＣＰＵやハードディスク等
を含むコンピュータ本体６１と、入力された文字等を表示する表示部としてのモニタ２３
と、時計５０が設置されるクレードル様の時計設置台２４とを備える。
【００８２】
キーボード２１は、指針１６が指示する指示時刻データおよび日車１７が指示する日付デ
ータが入力される時刻入力手段（入力部）として機能する。
コンピュータ本体６１は、基準となる日時を示す基準日時データを計時する計時手段とし
ての計時部２２１と、コンピュータ全体の制御を行う制御部６１１と、インターフェース
回路（Ｉ/Ｆ回路）２２３とを備える。
【００８３】
制御部６１１は、針位置カウンタ４４１と、一致回路４４２とを備える。これらの針位置
カウンタ４４１および一致回路４４２は、コンピュータ本体６１内部にハードウェア的に
存在するのではなく、コンピュータ本体６１の一部であるメモリ等をカウントして使うよ
うにソフトウェアを用いて制御した結果として構成されたものである。なお、一致回路４
４２とは、ハードウェアのみを示すものではない。
【００８４】
針位置カウンタ４４１は、入力部（キーボード）２１から入力された時計５０の表示する
指示時刻データ（時、分、秒）および指示日付データ（日）を記憶し、これらの記憶され
た指示データを初期値としてカウントアップするものであり、秒カウンタ４４１Ａと、分
カウンタ４４１Ｂと、時カウンタ４４１Ｃと、日カウンタ４４１Ｄとを備える。日カウン
タ４４１Ｄは、針位置カウンタ４４１からＩ/Ｆ回路２２３に修正指示信号が出力される
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際にカウントアップする。
【００８５】
一致回路４４２は、計時部２２１でカウントされている基準日時データと、針位置カウン
タ４４１でカウントされている値とを比較して、この比較結果に基づく修正指示信号をＩ
/Ｆ回路２２３に出力するものである。これにより、制御部６１１は、比較手段として機
能している。
【００８６】
Ｉ/Ｆ回路２２３は、制御部６１１から出力された修正指示信号を入力して、外部出力可
能なデータ信号Ｑに変換し、このデータ信号Ｑを時計設置台２４に出力するものである。
時計設置台２４は、Ｉ/Ｆ回路２２３から出力されたデータ信号Ｑを、設置された時計５
０に対して出力する通信手段として機能するクレードル様の台である。
【００８７】
図９は、時計５０の機能を示すブロック図である。
時計５０は、図９に示すように、図示しない前記一次電池と、この一次電池からの電力に
より全体の駆動を制御する制御部５１と、輪列部３３Ａを介して時刻表示用の指針１６（
１６Ａ～１６Ｃ）を回転させるモータとしてのステッピングモータ３３と、輪列部３４Ａ
を介して日付表示用の日車１７を回転させる圧電アクチュエータ３４と、制御部５１から
の駆動制御信号を受けて圧電アクチュエータ３４を駆動する日車駆動部３５とを備える。
【００８８】
制御部５１は、発振回路４０と、駆動制御手段４１と、カウンタ４２と、通信手段として
の外部信号検出回路４３と、修正手段としての時刻修正制御回路５１１とを備える。
【００８９】
時刻修正制御回路５１１は、外部信号検出回路４３で受信されたデータのうち、指示時刻
データ（時分秒）を現時刻カウンタ４２１に書き込むとともに、修正指示信号を分周回路
４１１およびパルス発生回路４１２に出力し、この修正信号指示データに基づいて、パル
ス発生回路４１２は、早送り用のパルスをステッピングモータ３３に出力し、このステッ
ピングモータ３３は、指針１６を早送りする。
【００９０】
また、時刻修正制御回路５１１は、外部信号検出回路４３で受信されたデータのうち、基
準日時データのうちの年月日のデータを暦カウンタ４２２に書き込むとともに、修正指示
信号を日車駆動部３５に出力し、この修正指示信号に基づいて圧電アクチュエータ３４に
より日車１７を早送りさせる。この際、日送り検出回路３５１は、日車１７の駆動を検出
する。なお、日車１７は、日車駆動部３５により早送りされる設定のため、指示日付デー
タの値が基準日付データの値よりも大きい値の場合には、暦カウンタ４２２に書き込まれ
る年月は、指示日時データの前月として設定される。このような設定により、作業者が前
月入力を判断する必要がなく作業性を向上できる。
【００９１】
図１０，１１は、日時修正の手順を示すフロー図である。
まず、時計店の作業者は、時計５０の裏蓋を外して中から一次電池を取り出し、電池を新
しい電池に交換する（処理Ｓ１０１）。この電池交換と同時に、現時刻カウンタ４２１お
よび暦カウンタ４２２はリセットされ（処理Ｓ１０２）、時計５０は、通常通りに、１秒
ごとの運針を開始する（処理Ｓ１０３）。
【００９２】
次に、作業者は、時計５０を時計設置台２４に設置し、修正指示装置２０の日時修正プロ
グラムを起動させると（処理Ｓ１０４）、修正指示装置２０では、通信手段である時計設
置台２４から日時修正スタートの信号が時計５０に送信される（処理Ｓ１０５）。一方、
時計５０では、外部信号検出回路４３により、この日時修正スタートの信号が受信された
後に（処理Ｓ１０６）、運針が停止となり、１Ｈｚをカウントする分周回路４１１がリセ
ットされる（処理Ｓ１０７）。
【００９３】
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次に、修正指示装置６０では、モニタ２３上に「時計の表示している時刻および日付を入
力してください」と表示される（処理Ｓ１０８）。これに対して、作業者は、キーボード
２１から、時計５０の表示時刻である指示時刻データ（時分秒）および表示日付である指
示日付データ（表示情報）を入力する（時刻入力手順）。
【００９４】
次に、修正指示装置６０では、キーボード２１で入力された時計５０の指示時刻データ（
時分秒）および指示日付データ（日）と、計時部２２１でカウントされている基準日時デ
ータの年月のデータとが、時計５０に送信される（処理Ｓ１０９：通信手順）。この際、
針位置カウンタ４４１に、時計５０に送信された指示時刻データ（時分秒）および指示日
付データ（日）が入力される（処理Ｓ１１０）。
【００９５】
時計５０では、外部信号検出回路４３により、修正指示装置６０から出力された指示時刻
データ（時分秒）や指示日付データ（日）、基準年月データ（年月）が受信される（処理
Ｓ１１１：受信手順）。その後、時計５０では、時刻修正制御回路５１１により、指示時
刻データ（時分秒）が現時刻カウンタ４２１にセットされ、指示日付データ（日）および
基準年月データ（年月）が暦カウンタ４２２にセットされる（処理Ｓ１１２）。
【００９６】
次に、時計５０では、時刻修正制御回路５１１により、１Ｈｚ（秒）をカウントする分周
回路４１１がスタートし、修正指示装置６０との秒カウントアップタイミングの同期をと
る。なお、現時刻カウンタ４２１は、カウントアップしない（処理Ｓ１１３）。
【００９７】
修正指示装置６０では、一致回路４４２において、計時部２２１の基準日時データと、針
位置カウンタ４４１の指示日時データとが比較され、Ｉ/Ｆ回路２２３および時計設置台
２４を介して、この比較結果に基づく修正指示信号である圧電アクチュエータ３４を駆動
させるパルス（圧電アクチュエータ駆動パルス出力命令）が時計５０の外部信号検出回路
４３に送信されると同時に、日カウンタ４４１Ｄをカウントアップする（処理Ｓ１１４：
比較手順，通信手順）。この動作は、針位置カウンタ４４１の日カウンタ４４１Ｄの値と
、計時部２２１が計時している基準日時データの日付の値とが一致するまで繰り返される
（処理Ｓ１１５）。
【００９８】
時計５０では、ステッピングモータ３３のモータコイル３３１および外部信号検出回路４
３により、前記圧電アクチュエータ駆動パルス出力命令が受信される（処理Ｓ１１６：受
信手順）。この際、時刻修正制御回路５１１により、この受信された圧電アクチュエータ
駆動パルス出力命令は日車駆動部３５に出力されて、日車駆動部３５により、圧電アクチ
ュエータ３４が駆動され日車１７が送られ、これと同時に、暦カウンタ４２２の日カウン
タ４２２Ａが１日分送られる（処理Ｓ１１７：修正手順）。これらの動作は、圧電アクチ
ュエータ駆動パルス出力命令が受信される度に実施される（処理Ｓ１１８）。
【００９９】
次に、修正指示装置６０では、一致回路４４２において、計時部２２１の基準時刻データ
と、針位置カウンタ４４１の指示時刻データとが比較され、Ｉ/Ｆ回路２２３および時計
設置台２４を介して、この比較結果に基づく修正指示信号であるステッピングモータ３３
駆動用のパルス（モータ早送りパルス出力命令）が時計５０の外部信号検出回路４３に送
信される（処理Ｓ１１９：比較手順，通信手順）。この動作は、針位置カウンタ４４１の
秒カウンタ４４１Ａ，分カウンタ４４１Ｂ，時カウンタ４４１Ｃの値と、計時部２２１が
計時している基準時刻の値とが一致するまで繰り返される（処理Ｓ１２０）。
【０１００】
時計５０では、ステッピングモータ３３のモータコイル３３１および外部信号検出回路４
３により、前記モータ早送りパルス出力命令が受信される（処理Ｓ１２１：受信手順）。
この際、時刻修正制御回路５１１により、この受信されたモータ早送りパルス出力命令は
パルス発生回路４１２に出力されて、パルス発生回路４１２により、ステッピングモータ
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３３が駆動されて指針１６が早送りされ、これと同時に、現時刻カウンタ４２１の秒カウ
ンタ４２１Ａが１秒分送られる（処理Ｓ１２２：修正手順）。これらの動作は、モータ早
送りパルス出力命令が受信される度に実施される（処理Ｓ１２３）。
【０１０１】
次に、モータ早送りパルス出力命令の送信が終了したら、修正指示装置６０では、日時修
正処理終了信号が時計５０に送信される（処理Ｓ１２４）。この際、時計５０では、この
日時修正終了信号が受信され（処理Ｓ１２５）、通常の運針状態、すなわち、分周回路４
１１から出力される１Ｈｚのパルスに基づいて、現時刻カウンタ４２１のカウントが開始
される状態になる（処理Ｓ１２６）。以上により、時計５０では、時刻および暦の修正が
終了する（処理Ｓ１２７）。
一方、修正指示装置６０では、日時修正処理終了信号が時計５０に送信された後に、モニ
タ２３上に「現時刻への修正が終わりました」と表示され（処理Ｓ１２８）、時刻修正プ
ログラムが終了する（処理Ｓ１２９）。最後に、作業者は、時計設置台２４の通信状態か
ら時計１０を開放して、次の時計を時計設置台２４にセットし、続けて時刻および日付の
修正を行う。なお、これらの時計５０または修正指示装置６０で実施される手順は、コン
ピュータに実行させるプログラムとして構成されている。
【０１０２】
本実施形態によれば、第１実施形態の(１)～(５)と略同様の効果に加えて、以下のような
効果が得られる。
(６)針位置カウンタ４４１を修正指示装置６０側に設けたので、時計５０の小型化や軽量
化を阻害せず、時計５０自体は安価で製造できる。
【０１０３】
(７)指針式時計５０において、ステッピングモータ３３のモータコイル３３１でデータを
受信し、修正手段を時計５０のＩＣ部分に組み込むことにより、新たな部品を組み込む必
要がなく、部品点数の増加を抑えて、安価で時計５０を製造できる。
【０１０４】
なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる他
の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。
前記各実施形態では、修正指示装置をコンピュータにより構成していたが、これに限らず
、例えば、図１２に示すような時刻修正指示装置２００として構成できる。すなわち、時
刻修正指示装置２００において、上面は、時計２１０が設置される設置台２０１とされ、
前面は、指示時刻を２桁ごとに入力するための操作ボタン２０２と、この操作ボタン２０
２により入力された値を表示する表示画面２０３とが設けられている。また、時刻修正指
示装置２００には、一般の電話線２２０が接続され、この時刻修正指示装置２００が「１
１７」に電話を掛けて、音声認識により正確な時刻を得て修正指示装置内蔵の時計を修正
する。以上により、この電話線を介して修正された時刻修正指示装置２００内の時刻デー
タと、入力された指示時刻データとを比較して、その差分を求めることにより、時計２１
０の時刻を修正することができる。この場合には、時刻の修正ができる。
【０１０５】
なお、修正指示装置は、このような電話回線を用いて基準時刻を入手しているが、これに
限らず、例えば、携帯電話の電波に時刻情報がのっているサービスを利用したり、電波時
計機能を設けたりして修正指示装置を構成してもよい。また、日本標準時情報を通信総合
研究所が情報提供しているような、インターネットの時刻情報サービスを利用してもよい
。
さらに、電話線を接続して基準時刻を入手しているが、作業者が修正指示装置の時刻を直
接修正できるのであれば、電話線を接続する必要はないし、暦の修正も可能となる。
【０１０６】
前記各実施形態において、日車を用いた日付表示機能を有する指針式時計を際採用したが
、これに限らず、例えば、日付表示用の機能がなく、指針により時刻表示だけの指針式時
計も採用できる。なお、日付表示機能が日車によらないもの、例えば、指針と液晶画面等
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を有する時計等も本発明の範囲に含まれる。また、秒針を有しない時計も本発明の範囲に
含まれる。さらに、時針や分針等の針としては、目盛が書かれた円板状のものも採用でき
る。
【０１０７】
前記各実施形態において、電力供給用に一次電池を採用したが、例えば、ソーラー充電方
式や、自動巻き発電方式、修正指示装置から電力を導く等の外部充電方式等の二次電源（
二次電池）を採用してもよい。この場合には、電池３１の交換が必要ないため、裏蓋を開
ける必要がなく作業効率を向上できる利点がある。
【０１０８】
時計と修正指示装置との通信には、電磁誘導を採用したが、これに限らず、例えば、光通
信や超音波通信等のその他の通信手段も採用できる。前者の場合には、例えば、ソーラー
式にして電力を確保する構成とすれば、この光センサに太陽電池を用いることができ、新
たなセンサを時計に設ける必要がなく小型化等を阻害しない。また、後者の場合には、日
車駆動用の圧電アクチュエータの駆動用検出端子をセンサとして利用できる利点がある。
なお、超音波以外の音波でもよく、この場合には、ブザー付き時計として構成することが
できる。
また、コンピュータ本体と時計設置台とを電気的に接続したが、この接続には、例えば、
既存のＵＳＢ接続やＳＣＳＩ接続等を採用でき、また、赤外線通信の無線接続その他の接
続を採用できる。
【０１０９】
また、前記各実施形態において、修正指示装置から時計への一方向にデータ信号を送信し
ていたが、これに限らず、例えば、時計から修正指示装置へとデータ送信する機能を設け
てもよい。この場合には、時計の時刻修正が終了したことを修正指示装置側に送信できた
り、時計内の現時刻カウンタの値を直接読み出したりできるため、より一層確実に時刻修
正を実施できる利点がある。
【０１１０】
本発明において、時刻や日付の入力手段はキーボードに限らず、時計の指し示す時分針や
日付を認識するカメラでもよい。例えば、時計設置台に時計の指針認識用のカメラを設け
、カメラで時計を撮像し、画像認識によって時計の指し示す時刻や日付を認識し、これを
指示時刻データとして時刻修正制御に用いればよい。このような手段を用いれば、作業者
が指示時刻を入力する必要がないため、さらに簡便に時計の時刻修正作業を行うことがで
き、作業効率も向上して時刻修正システムとしての使い勝手が向上する。
【０１１１】
具体的には、例えば、図１３に示すように、ＣＣＤ（電荷結合素子）を用いたカメラ７０
をカメラ支持台７１に上下移動可能に取り付けておき、このカメラ７０により下方の時計
設置台（クレードル）７２に設置された時計８０を撮像し、撮像した際の画像データを図
示しないコンピュータ本体に送信して画像処理プログラムによって処理し、時計８０の指
し示す秒、分、時や、日付を認識する。この画像認識においては、時刻表示部の明度によ
り、指針、植字、目盛の各位置の他、これらの位置関係から文字板の方向も判別でき、ま
た、パターン認識等によって植字や日付の文字（数字）も特定可能である。
【０１１２】
また、図１４に示すように、時計設置台７２上に時計の外形形状に応じた設置マーク７３
を複数施したり、図１５に示すような溝状の段差部７４を複数設けてもよく、こうするこ
とにより、大きさの異なる時計を設置する場合でも、文字板の方向が常に同じになるとと
もに、文字板の中心が同じ位置となり、指針および日付の認識精度が向上する。その他、
図１６に示すように、時計８０のバンド部分を両側から等しい押圧力で挟持可能な押圧機
構７５を設けてもよく、ボタン７６の操作によって時計８０の着脱を容易にできるうえ、
１２時・６時方向を常に合わせた状態で設置でき、やはり認識精度が向上する。
【０１１３】
そして、このようなカメラを用いた場合、時刻を読み取るには、文字板の向きと各指針の
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角度を知る必要がある。どちらを知る場合でも先ず、文字板の中心を知る必要があるが、
これには３針あるいは２針（秒針がない場合）の交点を見付ければよく、画像データから
容易に認識できる。
次に、１２時方向であるが、これは図１４～１５に示した時計設置台７２を用いること等
により、時計が略定位置に設置されるため、理想的な１２時位置に最も近い植字または目
盛の中心を１２時位置として決めればよい。すなわち、図１７に示すように、時計設置台
上での理想的１２時位置に対して、実際の１２時位置θ０がずれて設置された場合でも、
最も近い目盛８３の中心を画像処理によって認識することで、実際の１２時位置θ０を確
実に特定できる。
次いで、指針の種類の認識だが、図１７において、３針式の場合には、文字板８４の中心
Ｃ（指針の交点）から指針の先端までの長さＬ１～Ｌ３が長い順に秒針８５、分針８６、
時針８７と判別すればよい。以上により、１２時位置θ０から秒針８５までの角度θ１、
分針８６までの角度θ２、および時針８７までの角度θ３を読み取れば、時刻を特定する
ことができる。
【０１１４】
日付は、３時方向または６時方向にある文字を読めばよい。しかし、日付は他の位置に表
示されることもあるため、例えば、図１８に示すように、日付の印字された日車８８が文
字板８４よりも低い（カメラ７０からより遠い）位置に表示されることを利用することで
、カメラで焦点位置を変えて撮像した際の焦点位置の違いにより、日付部分の表示位置を
認識することができる。
【０１１５】
さらに、特殊デザインの表示部を有した時計などには、以上の認識アルゴリズム（画像処
理プログラム）で認識できない場合があるが、この場合には、その時計専用の認識アルゴ
リズムを用意すればよく、時計のモデル名（いわゆるリファレンスナンバー）を入力する
ことで認識アルゴリズムを自動的に切り換わるようにすればよい。
また、文字板の１２時位置や、指針の一部、日付の表示部分等に赤外塗料などの不可視塗
料を塗布してマーキングしておけば、特殊な表示部を有した時計でも外観デザインを損ね
ることなく、かつ認識アルゴリズムの切換も行うことなく各部の位置を確実に認識できる
。
【０１１６】
なお、時針と分針とが重なっており、長さの短い時針の認識が困難な場合には、分針のみ
を認識できることをもって時針が分針と重なっていると判断してもよく、このような場合
でも、図１７に示す角度θ３≒θ２と判断することで、時刻を支障なく特定できる。この
際、時針の位置認識に多少の誤差が生じる場合もあるが、時針が５度といった大きな指示
範囲で同じ時間を示すことから、実際の位置認識には精度上問題とならない。勿論、互い
に重なっていることを認識できれば、重なっている分針の位置から、時針の位置を演算に
よって正確に求めることも可能である。
【０１１７】
前記各実施形態において、日車の駆動を圧電アクチュエータを用いて行っていたが、これ
に限らず、ステッピングモータ等のモータを用いてもよい。
前記各実施形態において、秒，分，時を示す指針をステッピングモータにより駆動し、日
付を示す日車を圧電アクチュエータにより駆動していたが、これに限らず、秒から日付ま
での駆動を１つのステッピングモータで駆動してもよい。
また、秒針と、時針および分針とを別々の駆動装置により、駆動する構成としてもよい。
前記各実施形態においては、日車駆動用の圧電アクチュエータは一方向のみ回転するもの
であったが、勿論両方向（日付を遡るようにも表示を変えられる）に回転するタイプの圧
電アクチュエータでもよい。
【０１１８】
また、比較結果が一致するまで日車や秒針を１ステップずつ進める信号を送信していたが
、これに限らず、例えば、ＣＰＵ等で処理することにより、これらの信号をまとめた数ス
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テップ分駆動させる１つの信号を送信する構成としてもよい。この場合には、時計側には
、送信されたステップ数を管理するカウンタを設ける必要がある。
【０１１９】
また、本発明は、例えば、以下のような態様により実現することができる。
すなわち、少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指示装置を用いて、少
なくとも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正するプログラムであっ
て、前記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入力される時刻入力手順と、この
入力された指示時刻データ、および計時手段で計時されている基準時刻データを比較する
比較手順と、この比較結果に基づく修正指示信号を前記指針式時計に対して出力する通信
手順と、前記指針式時計において、前記出力された修正指示信号を受信する受信手順と、
受信した修正指示信号に基づいて、前記指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手順
とをコンピュータに実行させるプログラム、とすることができる。
【０１２０】
また、少なくとも基準となる基準時刻データを有する時刻修正指示装置を用いて、少なく
とも時刻表示用の指針を有する指針式時計の指針の指示を修正するプログラムであって、
前記指針式時計の指針が指示する指示時刻データが入力される時刻入力手順と、前記指針
式時計に対し前記基準時刻データおよび指示時刻データを出力する通信手順と、前記指針
式時計において、前記出力された各データを受信する受信手順と、受信した前記基準時刻
データ、および指示時刻データを比較する比較手順と、この比較手順での比較結果に基づ
いて指針の指示を基準時刻データに合わせる修正手順とをコンピュータに実行させるプロ
グラム、とすることができる。
【０１２１】
以上のようなプログラムによれば、例えば、時刻修正指示装置をコンピュータにより構成
することにより、時計の使用者は、通信回線等を利用してデータをダウンロードして修正
作業を行うことができる。この際、時計の機種に応じたデータをダウンロードさせる構成
とすることもできる。
【０１２２】
また、例えば、時刻修正指示装置を、指針が指示する時刻等が入力されるクライアント機
としての入力端末機と、この入力端末機に接続されたサーバとを備えて構成し、比較手段
や修正手段等の機能をサーバで行う構成にできる。この場合には、例えば、時計ごとに応
じた修正履歴等をサーバで管理する等ができる。
その他、本発明の実施時の具体的な構造および形状等は、本発明の目的を達成できる範囲
で、他の構造等としてもよい。
【０１２３】
【発明の効果】
本発明によれば、指針式時計と時刻修正指示装置とを通信可能な状態とし、指針式時計の
指示時刻を入力するだけで、時刻修正指示装置および指針式時計において自動的に指示時
刻が修正される。このため、作業者は、わざわざ、リューズやボタン等を操作することな
く、簡単に時刻を修正でき、修正用の時計が沢山ある場合でも効率的に作業を行うことが
できるという効果がある。
また、指針式時計に、データ受信用の通信手段を設けるだけなので、液晶装置等を設ける
場合に比べて、時計の大型化やコスト高を防止できるとともに、時計の外観構成等に大き
な変更を加える必要もない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の日時修正システムを示す図である。
【図２】第１実施形態に係る時計の表示部分を示す図である。
【図３】第１実施形態に係る時計のムーブメントの構成を示す図である。
【図４】第１実施形態に係るムーブメントの機能を示すブロック図である。
【図５】第１実施形態に係る日時調整装置の機能を示すブロック図である。
【図６】第１実施形態に係る日時修正システムにおけるモニタの表示画面を示す図である
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【図７】第１実施形態に係る時計の日時修正手順を示すフロー図である。
【図８】第２実施形態に係る日時修正システムを構成する修正指示装置の機能を示すブロ
ック図である。
【図９】第２実施形態に係る時計の機能を示すブロック図である。
【図１０】第２実施形態に係る日時修正システムにおいて、日時修正の手順を示すフロー
図である。
【図１１】第２実施形態に係る日時修正システムにおいて、日時修正の手順を示すフロー
図である。
【図１２】本発明の変形例を示す図である。
【図１３】本発明の変形例を示す斜視図である。
【図１４】本発明の変形例を示す斜視図である。
【図１５】本発明の変形例を示す斜視図である。
【図１６】本発明の変形例を示す斜視図である。
【図１７】本発明の変形例を示す平面図である。
【図１８】本発明の変形例を示す断面図である。
【符号の説明】
１，２…日時修正システム（時刻修正システム）、１０，５０…指針式時計、１６…指針
、２０，６０…修正指示装置（時刻修正指示装置）、２１…入力部（時刻入力手段）、２
４…時計設置台（通信手段）、３３…ステッピングモータ（モータ）、３５…日車駆動部
（修正手段）、４１…駆動制御手段、４２…カウンタ（比較手段）、４３…外部信号検出
回路（通信手段）、４４…　時刻修正制御回路（比較手段）、２２１…計時部（計時手段
）３３１…　モータコイル（通信手段）、５１１…時刻修正制御回路（修正手段）、６１
１　制御部（比較手段）。

【図１】 【図２】
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